
国国保
国民健康保険に
 ご加入の人へ

５月のコクホ

　　

国
保
は
、病
気
や
ケ
ガ
の
と
き
に
家
計
へ
大
き
な
負
担
に
な
ら
な
い
よ
う
に
安

心
し
て
医
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
、み
ん
な
の
健
康
と
生
活
を

守
る
制
度
で
す
。近
年
、増
え
続
け
る
医
療
費
や
伸
び
悩
む
税
収
入
に
よ
り
、市

の
国
保
会
計
は
非
常
に
厳
し
い
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。
今
年
度
、
国
保
制
度
を

維
持
し
て
い
く
た
め
に
国
保
税
率
を
改
正
し
ま
し
た
の
で
、お
知
ら
せ
し
ま
す
。

対象年齢 健診料金

１,０００円

１,０００円

５００円

健診方法

集団健診のみ

持参するもの 問い合わせ

特になし

市民保険課
57‐8506

健康対策課
57‐7516

20～39歳
〈健康診査〉

40～74歳
〈特定健診〉

75歳以上
〈健康診査〉

集団健診
医療機関で個別健診

受診券・問診票
保険証

受診券・問診票
保険証

集団健診
医療機関で個別健診

年齢別の健診方法・料金など

40～74歳の人は特定健診を受けましょう
　　

特
定
健
診
と
は
、生
活
習
慣
病
の
発
症
を
予
防
す
る

こ
と
を
前
提
に
し
た
健
診
で
す
。
特
定
健
診
の
対
象
者

は
、
４０
〜
７４
歳
の
国
保
加
入
者
で
、
香
南
市
国
保
で
は

対
象
者
に
、健
診
に
必
要
な「
受
診
券（
平
成
２３
年
度
は

紫
色
）」を
５
月
下
旬
に
発
送
し
ま
す
。対
象
者
で
受
診

券
が
届
か
な
い
場
合
は
、市
民
保
険
課
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
国
保
以
外
の
方
は
、受
診
券
の
こ
と
な
ど
に
つ
い
て

は
加
入
先
の
健
康
保
険
者
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

特
定
健
診（
通
称
メ
タ
ボ
健
診
）の
ス
ス
メ

　
　

特
定
健
診
を
受
け
る
際
に
は
、
受
診
券
・
保
険
証
・

受
診
券
・
保
険
証
・

個
人
負
担
金

個
人
負
担
金（
下
表
の
金
額
を
参
照
）が
必
要
で
す
。

特
定
健
診
に
必
要
な
も
の

　
　

今
現
在
若
く
て
健
康
な
方
が
、５
年
後
、
10
年
後
も

健
康
で
元
気
に
過
ご
す
た
め
に
は
、
体
の
不
調
が
出
る

前
か
ら
の
健
康
管
理
が
大
切
で
す
。メ
タ
ボ
な
ど
の
生

活
習
慣
病
を
は
じ
め
、病
気
の
予
防
や
早
期
発
見
の
た

め
に
、自
覚
症
状
が
な
く
て
も
、年
１
回
は
健
診
を
受
け

ま
し
ょ
う
。

最
近
、健
診
を
受
け
て
い
ま
す
か
？

紫色の用紙の
特定健診受診券

が
必
要
で
す

保険証

わせ

険課
8506

策課
7516

る者は メ もる生たけ

40歳と50歳は

国保の方で、平成２３年度中（平成２４年３

月末まで）に４０歳もしくは５０歳になられ

る方は、健診料金が無料です。

無料無料

区分

医
療
分

支
援
分

介
護
分

所得割 ７.１％

２２.５％

２３,６００円

２０,５００円

５００,０００円

２.２％

７.５％

６,４００円

７,５００円

１３０,０００円

１.３％

６.１％

５,３００円

５,８００円

１００,０００円

７.８％

３０.０％

０.７％

０.５％

７.５％

２３,６００円

２０,５００円

５１０,０００円 １０,０００円

１０,０００円

２０,０００円

２.２％

７.５％

６,４００円

７,５００円

１４０,０００円

１.８％

６.１％

６,５００円 １,２００円

５,８００円

１２０,０００円

資産割

均等割

平等割

賦課限度額

所得割

資産割

均等割

平等割

賦課限度額

所得割

資産割

均等割

平等割

賦課限度額

改正前 改正後 引き上げ率（額）

国保税の税率を改正しました
　
　

国
保
の
加
入
者
は
、
医
療
費
の

一
部(

１
〜
３
割)

の
負
担
で
、医
療

機
関
で
診
療
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。残
り
の
医
療
費
は
、市
の

国
保
会
計
が
支
払
っ
て
い
ま
す
。

　
　

そ
し
て
、
市
の
国
保
が
支
払
う

医
療
費（
医
療
給
付
費
）は
、
国
や

県
な
ど
か
ら
の
補
助
金
と
国
保
加

入
世
帯
が
納
め
る
国
保
税
が
財

源
に
な
っ
て
い
ま
す
。

国
保
制
度
の
仕
組
み

国
保
制
度
の
仕
組
み

　　

２３
年
度
も
医
療
費
の
増
加
と
税

収
の
減
少
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
、

そ
し
て
、
基
金
が
残
り
少
な
く
底

を
つ
く
こ
と
か
ら
、ど
う
し
て
も
収

入
の
確
保
が
必
要
と
な
り
ま
す
。　

　　

し
か
し
、必
要
額
の
す
べ
て
を
国

保
税
の
引
き
上
げ
で
ま
か
な
う
の

で
は
な
く
、で
き
る
限
り
国
保
世

帯
へ
の
税
負
担
を
抑
制
す
る
た
め
、

一
般
会
計
か
ら
の
繰
り
出
し(

特

定
健
診
事
業
に
係
る)

を
行
い
、ま

た
、
残
り
の
基
金
を
使
っ
て
、な
お

不
足
す
る
額
を
国
保
税
の
引
き
上

げ
で
確
保
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

国
保
税
引
き
上
げ
理
由

国
保
税
引
き
上
げ
理
由

　　

市
と
し
て
は
、国
へ
の
財
政
支
援

の
要
望
を
行
う
と
と
も
に
、
収
納

率
の
向
上
や
健
診
事
業
の
推
進
に

よ
る
疾
病
の
予
防
、
早
期
発
見
に

よ
る
医
療
費
の
適
正
化
に
努
め
て

い
き
ま
す
。ま
た
、
今
後
の
国
保
運

営
に
お
い
て
は
、
国
保
運
営
協
議

会
な
ど
か
ら
意
見
を
広
く
聞
か
せ

て
い
た
だ
き
、
安
定
的
な
運
営
と

な
る
よ
う
に
努
め
て
参
り
ま
す
。

市
の
姿
勢

市
の
姿
勢

　
　

市
の
国
保
運
営
が
厳
し
く
な
っ

て
い
る
原
因
に
は
、
国
保
加
入
者

の
高
齢
化
や
医
療
技
術
の
高
度
化

に
よ
る
医
療
費
の
増
加
と
、
景
気

低
迷
の
影
響
に
よ
り
国
保
税
収
が

十
分
確
保
で
き
て
い
な
い
こ
と
が

あ
り
ま
す
。ま
た
、国
保
税
率
を
平

成
19
年
度
と
21
年
度
に
引
き
上
げ

る
改
正
を
行
い
ま
し
た
が
、
財
源

不
足
に
追
い
つ
か
ず
、
毎
年
基
金

を
取
り
崩
し
て
、し
の
い
で
き
ま
し

た
。
20
年
度
末
に
は
二
億
千
八
百

万
円
あ
っ
た
基
金
も
、
２２
年
度
末

に
は
二
千
五
百
万
円
に
ま
で
減
少

す
る
見
通
し
で
す
。

貯
金
も
残
り
少
な
く

貯
金
も
残
り
少
な
く…

国
保
制
度
運
営
の
危
機

国
保
制
度
運
営
の
危
機

◆

◆

◆

８６６

８８２

８３７
（見込み）

国保税

医療給付費

国保税収と医療給付費の推移
８９０

（百万円）

８７０

８５０

８３０

２７２７億
４,６００４,６００万円万円

２８２８億
８,４００８,４００万円万円

２９２９億
２,０００２,０００万円万円
２９２９億
２００２００万円万円

２
億
１
，８
０
０
万
円

１
億

２
，４
０
０
万
円

２，５００万円

（百万円） 基金の残高

◆問い合わせ…税務課　　　 ５７‐８５０４

平成２３年度国保税率の改正内容

※

介
護
分
は
、４０
歳
以
上
６５
歳
未
満
の
方
が
対
象
と
な
り
ま
す

※

限
度
額
の
改
正
は
、地
方
税
法
の
改
正
に
伴
う
も
の
で
す

23
年
度
の
納
税
通
知
書
は
、

　　　　
７
月
中
旬
に
発
送
し
ま
す
。

年
１
回
は
健
診
を
受
け
て

自
分
の
体
を
チ
ェ
ッ
ク
し
ま
し
ょ
う
！

もえぎクリニック 赤岡町２０６６‐３ ５７‐３０５０

安宅診療所 赤岡町５５７ ５５‐５１５１

山北診療所 香我美町山北１３０４‐１ ５４‐２２２０

ヤ・シィクリニック 香我美町岸本８００‐１ ５５‐１５００

北村産婦人科 野市町西野５５１‐３ ５６‐１０１３

さとう循環器消化器科 野市町西野５８７‐１５ ５７‐５３１１

鈴木内科 野市町みどり野１丁目６４ ５５‐３０３０

近森医院 野市町東野４４７‐２ ５４‐２２３５

西山内科 野市町西野５１‐１ ５６‐３８００

野市整形外科病院 野市町西野２２３５ ５６‐３０６３

５５‐１１０１野市中央病院 野市町東野５５５‐１８

５６‐２００２疋田内科 野市町西野２６３６‐６

５６‐２２１１藤川クリニック 野市町西野２１９２‐２

５６‐０１３８藤田整形外科 野市町東野１６９‐１

寺田内科 夜須町坪井２３‐１ ５５‐５１００

夜須診療所 夜須町手結２９８‐３０ ５４‐２２５０

特定健診・健康診査ができる特定健診・健康診査ができる
　　　　　　　　市内の医療機関　　　　　　　　市内の医療機関
特定健診・健康診査ができる
　　　　　　　　市内の医療機関

医療機関名 住　　　所 電　話

■香南市の委託医療機関のみでなく、高知県内

の特定健診委託医療機関であれば特定健診を受

診することができます。特定健診委託医療機関か

どうかの確認は、市民保険課または健康対策課ま

でお問い合わせください。

■予約が必要な場合もありますので、必ず事前に

医療機関に確認をしてください。

生
活
習
慣
病

無料
市民保険課

健康対策課
または

30
（億）

２０年度 ２１年度 ２２年度
（見込み）

250

200

150

100

50

0
２０年度末 ２１年度末 ２２年度末

（見込み）

(23) 広報こうなん ２０１１.５　　　　　　　　 (22)広報こうなん ２０１１.５
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